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・
最
長
４
年
で
は
人
材
活
用
が
困
難

特
例
を
活
用
で
き
な
い

・
人
材
育
成
に
見
合
う
期
間
を
確
保

（
最
長
１
０
年
勤
務
可
能
）

保
健

所
長

の
成

り
手

を
育

成
・
確

保

保
健

所
長

と
な
る
医

師
の

確
保

が
困

難
⇒

複
数

の
保

健
所

長
を
兼

務
す
る
事

態
〔
地
域
保
健
法
の
保
健
所
長
の
要
件
：
医
師
（
又
は
特
例
で
、
医
師
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
等
）
〕

現
行

制
度

提
案

内
容

課
題 医
師
以
外
の
保
健
所
長
（
特
例
）

延
長
可

２
年

（
最
長
１
０
年
）

追
加
延
長
可

２
年

２
年

２
年

２
年

支
障

効
果

医
師
以
外
で
保
健
所
長
に
な
れ
る
特
例
期
間
の
延
長

【
要
件
】

・
医
師
と
同
等
以
上

の
知
識

・
一
定
の
実
務
経
験

・
養
成
訓
練
修
了

医
師
以
外
の
保
健
所
長
（
特
例
）

２
年

２
年

【
要
件
】

・
医
師
と
同
等
以
上

の
知
識

・
一
定
の
実
務
経
験

・
養
成
訓
練
修
了

１
回

の
み

延
長
可

地
域
保
健
法
施
行
令
を
改
正
（
特
例
に
よ
る
延
長
を
最
長
４
年
か
ら
１
０
年
に
）

医
師

以
外

で
も
一

定
の
要

件
を

満
た
せ
ば
保
健
所
長
に
な
れ
る

（
最
長
４
年
）

養
成
訓
練
期
間
に
見
合
わ
な
い
、
４
年
後
の
処
遇
が
問
題

1

埼
玉

県
平

成
2
7
年

7
月

1
3
日

２０ 保健所長の資格要件に係る特例期間の延長 埼玉県
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埼
玉
県
の
現
状

医
師
以
外
で
保
健
所
長
に
な
れ
る
特
例
期
間
の
延
長

0
5

10
15

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

年
代

別
構

成
③

医
師

不
足

に
よ
る
保

健
所

長
の
兼

務
（
近
年
で
は
Ｈ
２
３
、
Ｈ
２
５
、
Ｈ
２
７
に
兼
務
事
例
有
り
）

※
24
H
C⇒

13
H
C（

H
18

～
）
に
集

約
、
そ
れ

で
も
兼

務
せ

ざ
る
を
得

な
い
状

況

【
支
障
事
例
】

・
所
長
以
外
に
医
師
が
い
な
い
中
で
、
所
長
不
在
日
の
お
け
る
食
中
毒
や
感
染

症
な
ど
の
突
発
的
案
件
へ
の
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

・
２
保
健
所
含
め
て
９
０
人
近
く
の
部
下
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ス
パ
ン
・
オ
ブ
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。

■
兼

務
が

長
期

間
続

く
こ
と
は

、
業

務
に
支

障
が

生
じ
て
し
ま
い
、
地

域
保

健
の

水
準

が
低

下
し
て
し
ま
う
。

①
公
衆
衛
生
医
師
の
状
況
（
H
2
7
.4
.1
現
在
）

・
合
計
１
７
名
（
保
健
所
12

、
衛
生
研
究
所
2、

派
遣
1、

病
院
兼
務
1、

養
成
訓
練
中
1）

・
平
均
年
齢
５
５
．
１
歳

・
今
後
１
０
年
間
で
半
数
以
上
の
９
名
が

定
年
退
職
予
定

■
公

衆
衛
生
医
師
の
成
り
手
が
減
っ
て
お

り
、
こ
れ

ま
で
以

上
に
保

健
所

長
の

兼
務

が
増

加
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

②
採
用
活
動
状
況
（
毎
年
募
集
）

・
医
学
系
雑
誌
へ
の
求
人
広
告
掲
載

・
有
料
医
師
求
人
サ
イ
ト
へ
の
登
録

・
厚
労
省
の
医
師
登
録
事
業
の
活
用

・
個
別
病
院
訪
問
依
頼

・
現
保
健
所
長
の
伝
手
活
用

等

■
採

用
実
績

H
23

3名
（
3年

後
に
1名

が
退
職
）

H
24

0名
H
25

1名
（
20

代
、
4ヶ

月
で
退

職
）

H
26

2名
（
2名

と
も
60

代
）

H
27

1名
（
東

京
都
職
員
50

代
）

現
行
制
度
に
お
け
る
問
題
点

①
最
長
４
年
間
だ
け
で
は
人
材
活
用
が
不
十
分

・
国
立
保
健
医
療
科
学
院
の
養
成
訓
練
（
１
年
を
基
本
と
し
、
約
４
か
月
も
可
）
を
受

講
し
て
も
、
原
則
２
年
（
最
長
４
年
）
し
か
保
健
所
長
に
な
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
養
成
訓
練
期
間
に
見
合
わ
な
い
。

・
保
健
所
長
と
な
り
、
様
々
な
経
験
を
積
み
、
各
関
係
機
関
と
の
信
頼
関
係
も
構
築

で
き
た
頃
に
４
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
人
材
の
有
効
活
用
が
で
き
な
く
な
る
。

・
ま
た
、
専
門
職
の
ポ
ス
ト
は
限
ら
れ
て
お
り
、
４
年
後
の
処
遇
が
困
難
と
な
る
。

②
人

材
を
育

成
す
る
に
は
時

間
が
必

要

・
医
員
が
採
用
で
き
た
と
し
て
も
、
保
健
所
長
と
し
て
登
用
で
き
る
ま
で
に
は
最
短
で

も
１
０
年
間
は
勤
務
経
験
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
に
お
け
る
見
解

H
2
5
.1
1
.2
6

厚
生
労
働
省

地
域
保
健
室

訪
問

⇒
医
師
以
外
の
職
員
を
所
長
に
充
て
ら
れ
る
の
は
最
大
４
年

・
H2

1.
3.
31

付
健
康
局
長
通
知
で
は
、
最
大
４
年
を
満
了
し
た
時
点
に
お
い
て
も

な
お
、
医
師
を
充
て
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
、
引
き
続
き
保
健
所
長
に
充
て

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

⇒
医
師
以
外
の
職
員
を
養
成
訓
練
に
受
講
さ
せ
た
。

・
し
か
し
、
養
成
し
た
医
師
以
外
の
職
員
を
保
健
所
長
と
し
て
配
置
す
る
際
に
相

談
し
た
と
こ
ろ
、
最
大
４
年
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。

・
ま
た
、
厚
生
労
働
省
職
員
（
医
師
）
の
派
遣
を
依
頼
し
た
が
、
人
員
不
足
の
状
況

で
困
難
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

2

埼
玉

県
平

成
2
7
年

7
月

1
3
日

③
医

師
不

足
に
よ
る
保

健
所

長
の
兼

務
（
近
年
で
は
Ｈ
２
３
、
Ｈ
２
５
、
Ｈ
２
７
に
兼
務
事
例
有
り
）

※
24
H
C⇒

13
H
C（

H
18

～
）
に
集

約
、
そ
れ

で
も
兼

務
せ

ざ
る
を
得

な
い
状

況

【
支
障
事
例
】

・
所
長
以
外
に
医
師
が
い
な
い
中
で
、
所
長
不
在
日
に
お
け
る
食
中
毒
や
感
染

症
な
ど
の
突
発
的
案
件
へ
の
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

・
２
保
健
所
含
め
て
９
０
人
近
く
の
部
下
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ス
パ
ン
・
オ
ブ
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。

■
兼

務
が

長
期

間
続

く
こ
と
は

、
業

務
に
支

障
が

生
じ
て
し
ま
い
、
地

域
保

健
の

水
準

が
低

下
し
て
し
ま
う
。
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